
杉並区議会全員協議会運営規程 

（平成22年12月17日議長訓令甲第３号） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、杉並区議会会議規則第125条第１項別表第２に規定する全員協議会

（以下「協議会」という。）の運営について必要な事項を定める。 

（会議） 

第２条 協議会は議長が進行する。ただし、議長に事故があるときは、副議長が進行す

る。 

２ 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 議長及び副議長は、必要があるときは協議会において発言することができる。 

４ 区職員は、議長が必要があると認めるときは、協議会に出席し、発言することがで

きる。 

（会議の公開） 

第３条 協議会は、公開とする。ただし、出席議員の過半数の議員の同意があるときは

非公開とすることができる。 

（記録） 

第４条 協議会の記録は、区議会事務局で閲覧することができる。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、区議会事務局議事係において処理する。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、議長が協議会に

諮って定める。 

附 則 

この規程は、平成22年12月20日から施行する。




